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農林水産省生産局長

農林水産省政策統括官通知

この度、平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業について、別紙のとおり平成

29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業実施要領を定めたので、御了知の上、本事業

の実施につき、適切な指導を願いたい。



平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業実施要領

第１ 趣旨

平成29年の梅雨期（６月７日から７月27日まで）における豪雨及び暴風雨（以下

「平成29年梅雨期豪雨」という。）により、九州地方、東北地方及び北陸地方を中心

とした各地域で作物、農地、農業用ハウス等に甚大な被害が生じており、農業経営

及び農作物の出荷に大きな影響を及ぼしている。

農業経営の早期再開のためには、枯死した作物、被害果等（以下「作物残さ」と

いう。）の早急な撤去、倒壊した農業用ハウスの復旧等により栽培環境を整え、次期

の作付けに向けた生産資材の早期調達を図り、土づくりをする必要があるが、農作

物被害により本年産の農作物の販売収入が激減する中で、損失を補填する共済制度

の対象外となっている作物がある等の事情により、農業者がこれらの措置をとるこ

とが困難となっている。また、被災した集出荷施設等における農作物の出荷円滑化

を図るためには、必要となる掛かり増し経費を支援する必要がある。

このため、産地活性化総合対策事業実施要綱（平成23年４月１日付け22生産第10888

号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。）第２のただし書による緊急対

策として、被災した産地における営農再開を加速し、農作物の出荷の円滑化を図る

ため、平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業（以下「本事業」という。）を実施

するものとする。

第２ 事業の取組等

１ 事業内容

本事業で支援する取組は、平成29年梅雨期豪雨による甚大な被害を受けた地

域において、営農再開又は集出荷施設等（集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀

類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設及び育苗施設をいう。以下同じ。）に

おける農作物の出荷円滑化を図るために共同で行う以下の取組とする。

（１）営農再開支援

ア 資材の調達等支援

（ア）次期作等支援

被災した共済対象外作物の次期作の栽培開始又は平成29年度中の営農

再開に必要となる生産資材（種子・種苗等の消費材に限る。）の調達、平

成29年度中の営農再開に必要となる役務等を確保する取組

（イ）作物転換・規模拡大支援

被災を機に作物転換・規模拡大等を図る場合に必要となる生産資材（種

子・種苗等の消費材を除く。）を調達する取組

イ 栽培環境整備支援

被災に伴い必要となる作物残さの撤去、追加的な施肥・防除等の栽培環

境整備のための取組

ウ 土づくり支援

災害復旧事業により客土を行い復旧した農地の生産力回復を図るために

必要な追加的な堆肥の投入等の土づくりの取組

エ リース方式による農業機械等の導入支援
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被災を機に作物転換・規模拡大等を図る場合に必要となる農業機械又は

施設園芸用機器等（以下「農業機械等」という。）をリース方式により導入

する取組

なお、リース方式による農業機械等の導入に関する基準等は別紙に定め

るとおりとする。

（２）集出荷施設等における農作物の出荷円滑化支援

ア 施設の仮復旧等

被災により機能が低下した集出荷施設等について、簡易修繕等により一

時的に機能を回復させる取組

イ 周辺集出荷施設等の活用

被災した集出荷施設等に集荷した農作物を周辺の集出荷施設等へ輸送し、

選果・加工等を行う取組

ウ 集出荷機能等の強化

被災による集出荷機能等の低下を手選果等により補い、集出荷量等を回

復させる取組

２ 成果目標及び目標年度

（１）成果目標

ア １の（１）のアの（ア）の事業

被災した農地等における営農再開とする。

イ １の（１）のイの事業

被災した農地等において平成29年度中に営農再開のために適切な環境が

確保されることとする。

ウ １の（１）のウの事業

事業実施ほ場における単位面積当たり収穫量が従前の水準とおおむね同

等まで回復することとする。

エ １の（１）のアの（イ）及びエの事業

助成対象者が平成31年度まで作物転換・規模拡大等を行うこととする。

オ １の（２）の事業

被災した集出荷施設等の出荷の回復とする。

（２）目標年度

ア １の（１）のアの（ア）及びイ並びに（２）の事業については、平成29

年度とする。

ただし、１の（１）のアの（ア）の事業のうち、次期作の栽培開始に向

けた取組は、平成30年度とする。

イ １の（１）のウの事業については、事業実施後３か年が経過した日が属

する年度とする。

ウ １の（１）のアの（イ）及びエの事業については、平成31年度とする。

３ 事業実施期間

本事業の実施期間は平成29年６月７日から平成30年３月31日までとする。
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４ 事業実施主体

（１）１の（１）の取組の事業実施主体は、次に掲げる者であって、受益農家が

３戸以上であるものとする。

ア 都道府県

イ 市町村

ウ 農業者の組織する団体（事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を

有しており、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の

定めのある団体に限る。以下同じ。）

エ 公社（地方公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。）

オ 地域農業再生協議会（経営所得安定対策等推進事業実施要綱（平成27年

４月９日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知）第２の２の（２）

に定める地域農業再生協議会、地域担い手育成総合支援協議会設置要領（平

成17年４月１日付け16経営第8837号農林水産省経営局長通知）第１の３に

定める地域担い手育成総合支援協議会又は「果樹産地構造改革計画につい

て」（平成17年３月25日付け生産第8118号農林水産省生産局長通知）第５の

１に定める産地協議会をいう。）

カ 地方農政局長等（北海道にあっては農林水産省生産局長又は政策統括官

（以下「生産局長等」という。）、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局

長をいう。）が事業目的に資するとして特に必要と認めた団体（以下「特認

団体」という。）

（２）１の（２）の取組の事業実施主体は、次に掲げる者であって、受益農家が

３戸以上ある集出荷施設等の所有者又は運営主体とする。

ア 都道府県

イ 市町村

ウ 農業者の組織する団体

エ 公社

オ 特認団体

５ 事業の対象となる地域等

（１）１の（１）のアからウまでの事業

助成の対象となるほ場は、平成29年梅雨期豪雨の影響により、農作物等に

甚大な被害を受けた地域において、次のアからウまでに掲げる要件を満たす

ほ場とする。

ア １の（１）のアの事業

次のいずれかに該当するほ場とする。

（ア）市町村が被災により30％以上の収穫量の減少が見込まれると認めたほ

場

（イ）市町村が被災により20％以上の収穫量の減少が見込まれると認めた農

家の被災ほ場

イ １の（１）のイの事業

市町村長から都道府県知事に対し報告された被災ほ場とする。

ただし、実需者が収穫を行う予定であったほ場の作物残さの撤去の取組
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については、実需者が当該ほ場において収穫を行う予定であったが収穫を

行わなかった旨を当該実需者が証明したほ場とする。

ウ １の（１）のウの事業

災害復旧事業（農地・農業用施設等）において、客土工法が用いられた

ほ場とする。

（２）１の（１）のエの事業

助成の対象となる地域は、平成29年梅雨期豪雨により、農作物又は農業機

械等に甚大な被害を受けた地域とする。

（３）１の（２）の事業

助成の対象となる地域は、平成29年梅雨期豪雨により、甚大な被害を受け、

その機能の一部又は全部が不全となっている集出荷施設等が存在する地域と

する。

６ 上限事業費

１の（２）のアの事業に係る上限事業費は、１施設当たり原則１千万円とす

る。

７ 留意事項

（１）周辺環境への配慮及び適正な管理

本事業の取組に当たっては、適正な事業推進が図られるよう、地方公共団

体が事業実施主体を適正に指導するとともに、事業実施主体が作物残さを処

理する場合は、環境汚染、騒音等の公害・衛生問題、不法投棄等の防止に留

意するものとする。

（２）パイプハウスの設置

生産資材の導入助成を受けてパイプハウスの設置を行う場合にあっては、

天災等により被災した際に円滑な再取得等が可能となるよう国の共済制度（国

の共済制度に加入できない場合にあっては、民間の建物共済、損害補償保険

等（天災等に対する補償を必須とする。））に確実に加入するものとする。

（３）農業機械等のリース導入

ア 助成の対象となる農業機械等は、動産総合保険等の保険（盗難補償及び

天災等に対する補償を必須とする。）に確実に加入するものとする。

イ 助成対象者が、国庫補助事業により農業機械等のリース導入に対する支

援を受けていた実績がある場合は、法定耐用年数の期間内における当該補

助事業の成果目標の達成状況等を十分に考慮するものとする。

第３ 助成

１ 補助対象経費

補助対象経費は、本事業に直接要する別表の経費であって、本事業の対象と

して明確に区分できるもので、かつ、証拠書類等によって金額が確認できるも

のとする。

なお、その経理に当たっては、別表の取組ごとに整理するとともに、他の事

業等の会計と区分して経理を行うこととする。
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２ 助成対象外の経費

次の経費は本事業の助成の対象としない。

（１）国の他の助成事業又は支援を受け、若しくは受ける予定となっている取組

の経費

（２）農業以外に使用可能な汎用性の高い農業機械等の導入経費（例：運搬用ト

ラック、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、パソコン等）

（３）本体価格が50万円未満の農業機械等（アタッチメント含む）の導入経費

（４）本事業の実施期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費

（５）補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額（補助対

象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年

法律第108号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金

額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地方消費税

の税率を乗じて得た金額の合計に補助率を乗じて得た金額）

３ 補助率等

補助率等は別表のとおりとする。

第４ 事業実施手続

１ 事業実施計画の作成等

（１）事業実施主体は、別記様式第１号に次の別添様式を添付した事業実施計画

を作成し、所在する都道府県を所管する地方農政局長等（北海道にあっては、

北海道農政事務所を経由して生産局長等に提出するものとする。第５、第６

及び別紙において同じ。）に提出してその承認を受けるものとする。

ア 第２の１の（１）のアの事業

別添様式第１号

イ 第２の１の（１）のイの事業

別添様式第２号

ウ 第２の１の（１）のウの事業

別添様式第３号

エ 第２の１の（１）のエの事業

別添様式第４号

オ 第２の１の（２）のアの事業

別添様式第５号

カ 第２の１の（２）のイの事業

別添様式第６号

キ 第２の１の（２）のウの事業

別添様式第７号

ク 第２の４の（１）のカ又は（２）のオの特認団体

別添様式第８号

（２）事業実施主体は、成果目標の達成に資する場合には、本事業の範囲内で、

事業実施計画の内容を変更することができる。
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ただし、事業実施計画の内容の変更が次のいずれかに該当する場合にあっ

ては、（１）に準じた手続を行うものとする。

ア 事業の中止又は廃止

イ 事業実施主体の変更

ウ 事業費又は事業量の３割を超える変更

エ 国庫補助費の増又は３割を超える減

２ 地方農政局長等による事業実施計画等の承認等

地方農政局長等は、要綱第５の２の規定に準じて、事業実施計画の承認を行

うものとする。

また、第２の４の（１）のカ又は（２）のオの特認団体が事業実施主体であ

る事業実施計画の承認については、特認団体を事業実施主体とすることの必要

性も確認した上で、承認を行うものとする。

３ 指導監督等

（１）指導監督

事業実施主体は、本事業の適正な推進が図られるよう、助成対象者に、

ア 農業機械等のリース契約書等関係書類の管理及びリース期間内の適正な

利用

イ パイプハウス等の耐用年数期間内における適正な利用

について指導するとともに、毎年度、利用状況を確認するものとする。

（２）助成金の返還等

地方農政局長等は、事業実施主体に交付した助成金に不用額が生じること

が明らかになった場合にあっては、助成金の一部若しくは全部を減額し、又

は事業実施主体に対し、既に交付された助成金の一部若しくは全部の返還を

求めることができるものとする。

また、本事業を活用して導入した農業機械等及びパイプハウス等が事業実

施計画に従って適正かつ効率的に利用されていないと判断される場合であっ

て、そのことに正当な理由がなく、かつ、改善の見込みがないと認められる

場合についても同様とする。

第５ 事業実施状況の報告等

１ 事業実施主体は、事業実施年度の翌年度の７月末日までに、別記様式第２号

により、事業の実施状況を地方農政局長等に報告するものとする。

２ 地方農政局長等は、１の実施状況報告の内容について検討し、事業の成果目

標に対して達成が遅れていると判断される場合等には、当該実施主体に対し、

成果目標の達成に向けた必要な指導を行うものとする。

第６ 事業の評価

１ 事業の評価については、要綱第７の手続を準用するものとし、要綱第７の１

に基づく事業実施主体による評価及びその報告は、別記様式第３号により作成

し、目標年度の翌年度の７月末日までに行うものとする。
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２ 要綱第７の２に基づく地方農政局長等による評価は、要綱第７の１に規定す

る事業実施主体による実績評価が成果目標の達成度及び成果目標の達成に向け

て実施した取組の内容に関し適正になされているかどうかについて行うものと

し、その結果、事業評価が適正になされていないと判断される場合には、事業

実施主体に対し、再度適切に評価を実施するよう指導するものとする。

３ 地方農政局長等は要綱第７の１により提出を受けた事業評価の内容について、

必要に応じ関係部局で構成する検討会を開催し、別記様式第４号によりその評

価を行うものとする。

なお、検討会の開催に当たり、事業評価の内容を確認するとともに、必要に

応じ事業実施主体から聞取りを行い、評価結果を取りまとめることとする。

４ 地方農政局長及び内閣府沖縄総合事務局長は生産局長等に対し、検討会開催

後速やかに評価結果を報告するものとする。

５ 地方農政局長等は、事業評価の結果について速やかに公表するものとする。

なお、公表は別記様式第４号により行うものとする。

６ 目標年度において、成果目標が達成されていないと判断される場合、地方農

政局長等は事業実施主体に対し、引き続き目標達成に取り組むよう指導すると

ともに、指導を行った後１か月以内に、目標達成に向けた改善計画を別記様式

第５号により提出させるものとする。

７ 地方農政局長及び内閣府沖縄総合事務局長は、６により事業実施主体を指導

した場合には、その内容及び改善計画の写しを生産局長等に報告するものとす

る。

８ 地方農政局長等は、６による取組終了後、事業実施主体に対し、再度事業評

価を提出させるものとする。

第７ その他

１ 本事業の支援対象

平成29年梅雨期豪雨による被害を受けたことが証明できる場合であって、事

業実施主体又は助成対象者が自らの経営のために行う取組に限るものとする。

２ 事業の着手

事業の実施については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和30年法律第179号）第６条第１項の交付の決定（以下「交付決定」という。）

後に着手するものとする。

ただし、地域の実情に応じて早期の事業の実施が営農再開のために必要な場

合については、交付決定前に着手することができる。この場合にあっては、支

援内容及び助成対象者ごとに着手年月日を整理するものとし、交付決定を受け

るまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で事

業を行うものとする。
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別紙

リース方式による農業機械等の導入に関する基準等

平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業実施要領（以下「実施要領」という。）

の第２の１の（１）のエの事業については、以下によるものとする。

１ 農業機械等の範囲

本事業の対象とする農業機械等の範囲は、次のとおりとする。

（１）共同利用又は担い手への機械作業の集約化に必要な農業機械等とする。

（２）助成対象となる農業機械等のリースについては、農業用機械施設補助の整理

合理化について（昭和57年４月５日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知）

にかかわらずリース方式による導入ができるものとする。

ただし、本事業による導入以前に利用された実績のある農業機械等は除く。

２ リース契約の条件

本事業の対象とするリース契約（農業機械等を導入して利用する者と農業機械

等の賃貸を行う事業者（以下「リース事業者」という。）の２者間で締結する農業

機械等の賃貸借に関する契約であって、リース事業者が利用者に対して貸し付け

るために取得した農業機械等を対象とするもの。以下同じ。）は、次に掲げる要件

を全て満たすものとする。

（１）事業実施計画に記載された農業機械等の利用者及び農業機械等に係るもので

あること。

（２）リース事業者及びリース料が４の（３）により決定されたものであること。

（３）リース期間が２年以上で法定耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定める耐用年数）以内であること。

３ リース料助成金の額

リース料助成金の額は、次の算式①によるものとする。

ただし、当該農業機械等のリース期間をその法定耐用年数未満とする場合にあ

っては算式②、リース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては算式③に

よるものとする。

なお、当該農業機械等のリース期間をその法定耐用年数未満とし、かつ、リー

ス期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、算式②又は③により算出し

た額のいずれか小さい方とする。

算式①：助成金の額＝農業機械等の購入価格（税抜き）×１／２以内

算式②：助成金の額＝農業機械等の購入価格（税抜き）×（リース期間／法定耐

用年数）×１／２以内

算式③：助成金の額＝（農業機械等の購入価格(税抜き)－残存価格(税抜き)）×

１／２以内

算式②を用いてリース料助成金を算出する場合において、リース期間は、

設備利用者が農業機械等を借り受ける日から当該リースの終了予定日まで
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の日数とし、当該リース日数を365で除した数値の小数点以下第３位の数字

を四捨五入して小数点以下第２位で表した数値とする。

また、申請額は、算出された金額の千円未満を切り捨てて千円単位とす

る。

４ 事業実施手続等

（１）リース事業計画の作成及び提出

ア 事業実施主体は、リース料助成金を受けようとする農業機械等の利用者に、

リース方式による農業機械等の導入に係る事業の実施計画（以下「リース事

業計画」という。）の作成に必要な情報及び関連書類を提出させるものとする。

イ 事業実施主体は、アにより入手した情報及び書類の内容を確認の上、上記

３によりリース料助成額を計算し、別添様式第４号によりリース事業計画を

作成し、別記様式第１号に添付して地方農政局長等に提出するものとする。

（２）リース事業計画等の承認

地方農政局長等は、１から３までに掲げる基準を全て満たしているか確認を

行い、要綱第５の２により承認を行うものとする。

（３）リース事業者等の決定

事業実施主体は、リース事業者に農業機械等を納入する事業者を、原則とし

て一般競争入札により選定した上で、農業機械等の利用者と協議してリース契

約を締結するリース事業者及びリース料を決定するものとする。当該決定に際

しては、事業実施主体は、事業実施主体及び事業実施主体の構成組織又は農業

機械等の利用者と競争関係にある者に制約を加えることのないよう留意するも

のとする。

（４）助成金の支払

事業実施主体は、（３）の入札及びリース契約に基づき農業機械等が農業機械

等利用者に導入され、当該農業機械等の利用者から助成金の請求があった場合

には、借受証の写し及び農業機械等の購入価格を証明する書類等により請求内

容を確認の上、上記３により算定されたリース料助成額の範囲内で、遅滞なく

当該農業機械等の利用者にリース料助成金を支払うものとする。ただし、当該

農業機械等の利用者がリース料助成金の支払先としてリース事業者を指定した

場合にあっては、当該リース事業者に支払うことができるものとする。

（５）助成金の管理

事業実施主体は、農業機械等の利用者へリース料助成料を遅滞なく支払うよ

う努めなければならない。また、事業実施主体は本事業に係る助成金を他の補

助金、事務費等と区分して管理しなければならない。
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別表

取組の補助率等は以下のとおりとする。

共同で行う取組 補 助 対 象 経 費 補 助 率 注 意 点 事業実施主体

（１）営農再開 ア 資材の調達等支援 ・助成対象経費の根拠がわかる資 次に掲げる者であって、受益農家が３戸以

支援 料（納品書、請求書等）を添付す 上であるものとする。

（ア）次期作等支援 被災した共済対象外作物の次期作の栽培開始又 １/２以内 ること。 ア 都道府県

は平成29年度中の営農再開に必要な生産資材 ・他作物に転換する場合の種子・ イ 市町村

（種子・種苗等の消費材に限る。）の購入経費 種苗費は、前作の種子・種苗費の ウ 農業者の組織する団体（事業実施及び

並びに平成29年度中の営農再開に必要な作業委 ２倍を上限とする。 会計手続を適正に行い得る体制を有して

託費（一時的な作物転換の場合に限る。）及び おり、代表者の定めがあり、かつ、組織

農業機械等レンタル経費 及び運営についての規約の定めのある団

体に限る。以下同じ。）

（イ）作物転換・規模 被災を機に作物転換・規模拡大等を図る場合に １/２以内 エ 公社（地方公共団体が出資している法

拡大支援 必要な生産資材（種子・種苗等の消費材を除 人をいう。以下同じ。）

く。）の購入経費 オ 地域農業再生協議会（経営所得安定対

策等推進事業実施要綱（平成27年４月９

イ 栽培環境整備支援 日付け26経営第3569号農林水産事務次官

依命通知）第２の２の（２）に定める地

（ア）作物残さの撤去 被災に伴い新たに必要となった作物残さの撤去 定 額 域農業再生協議会、地域担い手育成総合

により、次期作又は作物転換に向け、良好な栽 (1,500円/10a 支援協議会設置要領（平成17年４月１日

培環境を整備するために必要な掛増し経費 以内) 付け16経営第8837号農林水産省経営局長

通知）第１の３に定める地域担い手育成

（イ）追加防除・施肥 生産回復等に向けて追加的に必要となる薬剤又 １/２以内 総合支援協議会又は「果樹産地構造改革

は肥料の購入に必要な掛かり増し経費 計画について」（平成17年３月25日付け

生産第8118号農林水産省生産局長通知）

（ウ）防除方法の転換 地上防除から航空防除に転換した際の航空防除 定 額 第５の１に定める産地協議会をいう。）

委託経費 (1,500円/10a カ 地方農政局長等（北海道にあっては農

以内) 林水産省生産局長又は政策統括官、沖縄

県にあっては内閣府沖縄総合事務局長を

いう。以下同じ。）が事業目的に資する

として特に必要と認めた団体（以下「特

認団体」という。）

-
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0
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取 組 補 助 対 象 経 費 補 助 率 注 意 点 事業実施主体

ウ 土づくり支援 災害復旧事業により客土工法を用いて復旧した 定 額 事業に取り組む農業者が平年時に

ほ場において、堆肥の追加的な投入を行った場 (10,000円/10 おいて投入する堆肥の量（当該量

合又は緑肥の適量のすき込みに必要な経費 a以内) が地域の平均的な堆肥の投入量を

上回るときは、その量）に対し、

その半分以上の量の堆肥を追加投

入する場合に限ることとし、助成

対象経費の根拠がわかる資料を添

付すること。

エ リース方式による 被災を機に作物転換・規模拡大等を図る場合に 定 額 ・農業機械等は本体価格（消費税

農業機械等の導入支 必要な農業機械等をリース方式により導入する (本体価格 を除く）が50万円以上のものとす

援 ために必要な経費 １/２以内) ること。

・共同利用又は担い手への機械作

業の集約化に必要な農業機械等と

すること。

（２）集出荷施 ア 施設の仮復旧等 被災により機能が低下した集出荷施設等につい １/２以内 補修等経費の根拠がわかる資料を 次に掲げる者であって、受益農家が３戸以

設等におけ て、簡易修繕等により一時的に機能を回復させ （補修等に必 添付すること。 上ある集出荷施設等の所有者又は運営主体

る農作物の るために必要な経費 要な経費に限 とする。

出荷円滑化 る。） ア 都道府県

支援 イ 市町村

イ 周辺集出荷施設等 被災施設に集荷した農作物を周辺施設に輸送 定 額 輸送費の根拠がわかる資料を添付 ウ 農業者の組織する団体

の活用 し、選果・加工等を行うために必要な輸送経費 (7,000円/ｔ すること。 エ 公社

以内) オ 特認団体

ウ 集出荷機能等の強 被災による集出荷機能等の低下を手選果等によ 定 額 作業労賃の根拠がわかる資料を添

化 り補い、集出荷量等を回復させるために必要な (5,600円/人 付すること。

作業労賃費 日以内)

-
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1
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別記様式第１号

番　　　号　　
年　月　日　　

　○○農政局長　殿
  北海道にあっては、農林水産省生産局長又は、農林水産省政策統括官
　沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長

事業実施主体名
所　　在　　地
代 表 者 氏 名 印

（注）関係書類として、別添の事業実施計画書を添付すること。

担当者：
所属：
氏名：
連絡先：
E-mail：

　平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業実施要領（平成29年８月31日付け29生産第
1116号、29政統第908号農林水産省生産局長、政策統括官通知）第４の１に基づき、関係書
類を添えて（変更）承認申請します。

　　　平成29年度産地活性化総合対策事業のうち平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援
　　  事業実施計画の（変更）承認申請について
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別記様式第１号別添１

事業実施年度：

　　所　在　地：

産地活性化総合対策事業のうち平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業

事業実施主体名：

□　事業実績報告書

平成 29

□　事業実施計画書

年度-
 1
3
 -



１　事業実施主体の概要

所属・役職

氏名

所属・役職

氏名

電話番号

FAX番号

E-mail

２　被災の状況等

面積 農家戸数

被災作物名
又は

被災施設名
成果目標 備考

被災面積又は
受益面積等被災の状況

○○ha ○○

○○ha ○○

○○ha ○○合　　　　計

（土づくり支援事業に取り組む際は、本メ
ニューの要件である災害復旧事業（客土）の実
施状況について必ず記載すること。）

○○ha ○○

注：資材の調達等支援、栽培環境支援、土づくり支援及びリース方式による農業機械等の導入支援の取組の場合は被災作物名及び被災面積を、施設
の
　仮復旧等、周辺集出荷施設等の活用及び集出荷機能等の強化の取組の場合は被災施設名及び受益面積を記載すること。

担当者

代表者

-
 1
4
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３　取組内容等

国庫補助金
(A)

自己資金
(B)

その他
(C)

調達量 単価 国庫補助率 円 円 円 円

○○ 営農再開支援 0

種苗 ○kg ○円／kg １/２以内

0

残さの撤去 ○○ha 1,500円／10a 定額
(1,500円/10a以内)

追加防除（薬剤） ○○ℓ ○円／ℓ １/２以内

0

堆肥の追加的投入又
は緑肥のすき込み

実施面積
○○ａ

10,000円／
10a

定額
(10,000円/10a以内)

0

機械リース導入
○○機械

○台
○円／台

本体価格１/２
以内

0 　 　

○○ ○○施設 ○円/施設 １/２ 　

　 0 　 　

○○ ○ﾄﾝ
7,000円

/ﾄﾝ
定額

（7,000円/ﾄﾝ以内）
　

0 　 　 　

○○ ○○日
5,600円
/日以内

定額
（5,600円/日以内）

　

0 0 0 0

注２：備考欄には、仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合には「減額した金額」を、同税額がない場合は「該当なし」と、
　　同税額が明らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記入すること。

４　事業の完了予定（又は完了）年月日 平成　　　年　　　月　　　日

リース方式による農業機械
等の導入支援

施設の仮復旧等

取組内容

集出荷施設等に
おける農作物の
出荷円滑化支援

合　　　　計

被災作物名
又は

被災施設名

総事業費
(A)+(B)+(C)

負担区分

備考

土づくり支援

資材の調達等支援

栽培環境整備支援

周辺集出荷施設等の活用

集出荷機能等の強化

注１：集出荷機能等の強化の取組で、時間単位で雇用する場合は、時給700円を上限とした単価に雇用時間を乗じて事業費を算出すること。

-
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５　収支予算（又は精算）
（１）収入の部

（２）支出の部

（１）営農再開支援

６　添付書類
（１） 事業内容毎に助成対象者、ほ場所在地、被災面積及び品目等が証明された資料（別記様式第１号別添２又は別添３）
（２） 事業実施主体が農業者の組織する団体の場合は規約
（３） 各取組の積算が確認できる資料（資材納品書（写）、輸送費、作業労賃の根拠がわかる資料等）
（４） 交付決定前に着手している場合は、被災日以降の取組であることが証明できる資料
（５） 共済又は保険等への加入に関する誓約書（参考様式）
（６） その他、地方農政局長等が必要と認める書類

　　ア　施設の仮復旧等

　　エ　リース方式による農業機械等の導入
　　　支援

（２）集出荷施設等における農作物の出荷
　　円滑化支援

　　ウ　土づくり支援

１　国庫補助金
円 円

減
区分

２　その他

備考
（又は本年度精算額） （又は本年度予算額）

比較増減
増

本年度予算額 前年度予算額
度精算

円

合　　　計

（又は本年度予算額） 増

円

減

円

備考比較増減

　　イ　周辺集出荷施設等の活用

合　　　計

　　ウ　集出荷機能等の強化

　　イ　栽培環境整備支援

　　ア　資材の調達等支援

円円

（又は本年度精算額）
区分

本年度予算額 前年度予算額
度精算

円

-
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別記様式第１号別添２－１
（営農再開支援）（農業ハウス、農業機械等を除く）

№ 被災日 事業 助成対象者 住所 ほ場所在地 面積 品目 被害状況 備考
内容 （ha） （具体的に記入）

　上記の者は、「平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業実施要領（平成29年８月31日付け29生産第1116号、29政統第908号農林水産省生産局長、政策統括官
通知）に定める助成対象者」の要件を満たすことを証明します。

平成　　年　　月　　日

発行団体名：●都道府県●市町村

役職・氏名：

注： １　「事業内容」欄には、以下のいずれかを記載すること。
　・　資材の調達等支援
　・　栽培環境整備支援
　・　土づくり支援
２　交付決定前に着手している場合には、「備考欄」に着手年月日を記載すること。
３　助成対象者が法人等の構成員の場合は、助成対象者名の下段に法人名及び代表者名を（　）書きで記載すること。
４　被害状況が分かる写真等を添付すること。

平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業助成対象者に係る被災証明

-
 1
7
 -



別記様式第１号別添２－２

（営農再開支援）（農業ハウス、農業機械等）

№ 被災日 事業 助成対象者 住所 機械・ハウス 台数 被害状況（流失・破損・倒壊の別） 備考

内容 等名 等 具体的内容

　上記の者は、「平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業実施要領（平成29年８月31日付け29生産第1116号、29政統第908号農林水産省生産局長、政策統括官

通知）に定める助成対象者」の要件を満たすことを証明します。

平成　　年　　月　　日

発行団体名：●都道府県●市町村

役職・氏名：

注： １　「事業内容」欄には、以下のいずれかを記載すること。

　・　資材の調達等支援

　・　リース方式による農業機械等の導入支援

２　交付決定前に着手している場合には、「備考欄」に着手年月日を記載すること。

３　助成対象者が法人等の構成員の場合は、助成対象者名の下段に法人名及び代表者名を（　）書きで記載すること。

４　助成対象者（担い手）が、農業機械等に被害を受けた出し手農家（非担い手）から機械作業を集約化する場合は、下段に出し手農家（非担い手）の農業機械

　等の被害状況等を（　）書きで記載すること。

５　被害状況が分かる写真等を添付すること。

平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業助成対象者に係る被災証明

-
 1
8
 -



別記様式第１号別添３

（集出荷施設等における農作物の出荷円滑化支援）

№ 被災日 事業 助成対象者 住所 施設所在地 受益面積 受益農家 被害状況 備考

内容 （ha） 数（人） （具体的に記入）

　上記の者は、「平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業実施要領（平成29年８月31日付け29生産第1116号、29政統第908号農林水産省生産局長、政策統括官

通知）に定める助成対象者」の要件を満たすことを証明します。

平成　　年　　月　　日

発行団体名：●都道府県●市町村

役職・氏名：

注： １　「事業内容」欄には、以下のいずれかを記載すること。

　・　施設の仮復旧等

　・　周辺集出荷施設等の活用

　・　集出荷機能等の強化

２　交付決定前に着手している場合には、「備考欄」に着手年月日を記載すること。

３　助成対象者が法人等の構成員の場合は、助成対象者名の下段に法人名及び代表者名を（　）書きで記載すること。

４　被害状況が分かる写真等を添付すること。

平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業助成対象者に係る被災証明

-
 1
9
 -



別添様式第１号 

平成 29 年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業に係る資材の調達等支援事業計画書 

    （事業実施年度：平成○○年度） 

事業実施主体名 

   代表者氏名 

１ 作物等の被災の状況 

２ 事業の実施方針及び目標 

３ 活動計画 

４ その他事業実施に当たり必要な事項 

５ 事業内容 

事業量 事業に要
する経費 

（円） 

負担区分 
備考 

経費区分 調達量 国庫補
助金 
（円） 

自己負
担 
（円） 

その他 

（円） 

 平成29年梅雨期豪雨対応産
地緊急支援事業に係る資材の
調達等支援事業 

対象資材 

 種苗 
  マルチ 

○ℓ
○m

事業完了予定（又は完了）  年  月  日 
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別添様式第２号 

平成 29 年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業に係る栽培環境整備支援事業計画書 

    （事業実施年度：平成○○年度） 

事業実施主体名 

   代表者氏名 

１ 作物等の被災の状況 

２ 事業の実施方針及び目標 

３ 活動計画 

４ その他事業実施に当たり必要な事項 

５ 事業内容 

事業量 事業に要
する経費 

（円） 

負担区分 
備考 

経費区分 調達量 国庫補
助金 
（円） 

自己負
担 
（円） 

その他 

（円） 

 平成29年梅雨期豪雨対応産
地緊急支援事業に係る栽培環
境整備支援事業 

残さの撤去 

追加防除 
  薬剤 

○○ha 

○ℓ

事業完了予定（又は完了）  年  月  日 
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別添様式第３号 

平成 29 年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業に係る土づくり支援事業計画書 

    （事業実施年度：平成○○年度） 

事業実施主体名 

   代表者氏名 

１ 作物等の被災の状況 

２ 事業の実施方針及び目標 

３ 活動計画 

以下のように、取組の内容がわかるように記載して下さい。  

（堆肥の追加的投入の場合） 
平年時の投入量① ○○ｔ/10a  今回投入量② △△ｔ/10a 
追加的投入量の割合（②/①） ●● %  
※追加的投入量の割合が150 %以上の場合、補助対象になります。 

（緑肥のすき込みの場合） 
緑肥播種～すき込み → 麦 

４ その他事業実施に当たり必要な事項 

（本メニューの要件である災害復旧事業（客土）の実施状況について記載すること。） 
（堆肥の追加的投入に取組む場合は、基準となる地域の平年投入量又は事業実施主体の平年時
における投入量について記載すること。） 

５ 事業内容 

事業量 事業に要
する経費 

（円） 

負担区分 
備考 

経費区分及び 
対象機械・施設 

実施面積 国庫補
助金 
（円） 

自己負
担 
（円） 

その他 

（円） 

 平成29年梅雨期豪雨対応産
地緊急支援事業に係る土づく
り支援事業 

  堆肥の追加的投入 
（又は緑肥のすき込み） 

○○ａ 

事業完了予定（又は完了）  年  月  日 
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別添様式第４号 

平成 29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業に係るリース方式による農業機械等の導入支援 
事業計画書 

    （事業実施年度：平成○○年度） 

事業実施主体名 

   代表者氏名 

１ 作物等の被災の状況 

２ 事業の実施方針及び目標 

３ 活動計画 

４ その他事業実施に当たり必要な事項 

５ 事業内容 

事業量 事業に要
する経費 

（円） 

負担区分 
備考 

経費区分 調達量 国庫補
助金 
（円） 

自己負
担 
（円） 

その他 

（円） 

 平成29年梅雨期豪雨対応産
地緊急支援事業に係るリース
方式による農業機械等の導入
支援事業 

対象機械 

 ○○機械 ○台

- 23 -



６ 導入する農業機械等 

機械等利用
者 

組織名 

代表者名 

所在地 

受益農家 

対象等機械 機種名 数 量 台 

型式名 

対象作物 

利用面積 （計画）  ha  （利用規模下限）   ha

（利用計画の設定の考え方） 

農業機械
等の被災
状況 

リース期間 
（注１） 

開始日～終了日（※１） ～ （年） 

リース借受日から○年間（※２） （年） 

リース物件取得見込額（税抜き） [1] (円） 

リース期間終了後の残価設定（税抜き） [2] (円） 

リース料助成申請額  [3] (円） 

リース諸費用（金利・保険料・消費税等）   [4] (円） 

機械等利用者負担リース料（税込み） [5] (円） 

リース物件保管場所 

注：１ ※１及び※２については、いずれかを記入すること。 
   ２ 複数の機械等をリースする場合には、機械等毎にそれぞれ作成すること。 

事業完了予定（又は完了）  年  月  日 
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別添様式第５号 

平成 29 年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業に係る施設の仮復旧等支援事業計画書 

    （事業実施年度：平成○○年度） 

事業実施主体名 

   代表者氏名 

１ 施設の被災の状況 

２ 事業の実施方針及び目標 

３ 活動計画 

４ その他事業実施に当たり必要な事項 

５ 事業内容 

事業量 事業に要
する経費 

（円） 

負担区分 
備考 

経費区分 調達量 国庫補
助金 
（円） 

自己負
担 
（円） 

その他 

（円） 

 平成29年梅雨期豪雨対応産
地緊急支援事業に係る施設の
仮復旧等支援事業 

対象施設 

 ○○施設 ○施設

事業完了予定（又は完了）  年  月  日 
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別添様式第６号 

平成 29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業に係る周辺集出荷施設等の活用支援事業計画書 

    （事業実施年度：平成○○年度） 

事業実施主体名 

   代表者氏名 

１ 施設の被災の状況 

２ 事業の実施方針及び目標 

３ 活動計画 

４ その他事業実施に当たり必要な事項 

５ 事業内容 

事業量 事業に要
する経費 

（円） 

負担区分 
備考 

経費区分 調達量 国庫補
助金 
（円） 

自己負
担 
（円） 

その他 

（円） 

 平成29年梅雨期豪雨対応産
地緊急支援事業に係る周辺集
出荷施設等の活用支援事業 

対象施設 

 ○○施設 ○トン

事業完了予定（又は完了）  年  月  日 
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別添様式第７号 

平成 29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業に係る集出荷機能等の強化支援事業計画書 

    （事業実施年度：平成○○年度） 

事業実施主体名 

   代表者氏名 

１ 施設の被災の状況 

２ 事業の実施方針及び目標 

３ 活動計画 

４ その他事業実施に当たり必要な事項 

５ 事業内容 

事業量 事業に要
する経費 

（円） 

負担区分 
備考 

経費区分 調達量 国庫補
助金 
（円） 

自己負
担 
（円） 

その他 

（円） 

 平成29年梅雨期豪雨対応産
地緊急支援事業に係る集出荷
機能等の強化支援事業 

対象施設 

 ○○施設 ○人日

事業完了予定（又は完了）  年  月  日 
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別添様式第８号 

平成 29 年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業に係る特認団体申請書 

    （事業実施年度：平成○○年度） 

事業実施主体名 

   代表者氏名 

事業実施主体名 

（特認団体名） 

取組内容 

構成員氏名 住    所 

特 認 と す る 理 由 

注：特認団体は、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体

等とする。 
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別記様式第２号 

番   号 

年  月  日 

○○農政局長 殿 

北海道にあっては、農林水産省生産局長又は、農林水産省政策統括官 

沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長 

住 所  

名 称  

代表者氏名  （印） 

平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業の実施状況報告について 

 平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業実施要領（平成29年８月31日付け29生産第1116号、29

政統第908号農林水産省生産局長、政策統括官通知）第５の１に基づき、関係書類を添えて実施状

況を報告します。 

注：関係書類として、実施状況報告書を添付する。 

担当者： 

所属： 

氏名： 

連絡先： 

E-mail： 
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別記様式第２号 別添１ 

平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業 実施状況報告書 

【担当者】 

〔事業実施主体〕 

  所属・役職 

  担当者氏名 

  電話番号（携帯電話番号） 

  FAX番号 

  E-mail 

注：担当者は、事業実施主体の構成員であり、本事業の実施及び会計手続等の窓口となる者を記載すること。 

-
 3
0
 -



別記様式第２号 別添２（営農再開支援） 

１ 取組の経過とその効果 

２ 事業の内容 

（１） 成果目標の達成状況 

  （注）事業が適切に実施された場合には「１」、それ以外の場合には「０」欄にチェックを入れること。 

（２）営農再開の方法 

３ 添付書類 

（１）別記様式第１号（事業実施計画書、事業内容等に変更があった場合は実績報告時に添付したもの。別添及び添付資料を除く。） 

（２）共済又は保険等への加入状況が分かる書類 

（３）その他、地方農政局長等が必要と認める書類 

チェック欄 成果目標の内容 

☐0・☐1 

営農再開の方法 作物名（他作物で再開する場合は被災作物名と転換作物名を記載） 

-
 3
1
 -



別記様式第２号 別添２（集出荷施設等における農作物の出荷円滑化支援） 

１ 取組の経過とその効果 

２ 事業の内容 

（１）成果目標の達成状況 

  （注）事業が適切に実施された場合には「１」、それ以外の場合には「０」欄にチェックを入れること。 

（２）集出荷施設等における農作物の出荷円滑化の方法 

３ 添付書類 

（１）別記様式第１号（事業実施計画書、事業内容等に変更があった場合は実績報告時に添付したもの。別添及び添付資料を除く。） 

（２）共済又は保険等への加入状況が分かる書類の写し 

（３）その他、地方農政局長等が必要と認める書類 

チェック欄 成果目標の内容 

☐0・☐1 

出荷円滑化の方法 集出荷施設等の名称 

-
 3
2
 -



別記様式第３号 

番     号 

年  月  日 

○○農政局長 殿 

北海道にあっては、農林水産省生産局長又は、農林水産省政策統括官 

沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長 

住 所 

名 称 

代表者氏名    （印） 

平成 29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業の評価報告について 

 平成 29 年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業実施要領（平成 29 年８月 31 日付け 29 生産第 1116

号、29 政統第 908号農林水産省生産局長、政策統括官通知）第６の１に基づき、関係書類を添えて

成果目標の達成状況を報告します。 

注：関係書類として、評価報告書を添付する。 

担当者： 

所属： 

氏名： 

連絡先： 

E-mail： 
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別記様式第３号 別添 

平成 29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業 評価報告書 

【担当者】 

〔事業実施主体〕 

  所属・役職 

  担当者氏名 

  電話番号（携帯電話番号） 

  FAX番号 

  E-mail 

注：担当者は、事業実施主体の構成員であり、本事業の実施及び会計手続等の窓口となる者を記載すること。 

-
 3
4
 -



Ⅰ 営農再開支援 

１ 事業の効果 

（１）具体的な取組内容 

（２）成果目標の達成状況 

成果目標の具体的な内容 

成果目標の達成状況 

被害面積(事業実施対象面積）  ① 

営農再開のため使用可能と 

なった面積  ②  

達成率（％）  ③＝②／①

事業計画の妥当性 
（理由） 

適正な事業の執行 
（理由） 

注：「事業の妥当性」及び「適正な事業の執行」の欄については、事業が適切に実行された場合には１を、それ以外の場合には０を記入すること。 
また、その理由について記入すること。 

２ 添付書類 

地方農政局長等が必要と認める書類 

-
 3
5
 -



Ⅱ 集出荷施設等における農作物の出荷円滑化支援 

１ 事業の効果 

（１）具体的な取組内容 

（２）成果目標の達成状況 

成果目標の具体的な内容 

成果目標の達成状況 

集出荷施設等数   ① 

農作物の出荷円滑化が実現された集出

荷施設等数           ② 

達成率（％）  ③＝②／①

事業計画の妥当性 
（理由） 

適正な事業の執行 
（理由） 

注：「事業の妥当性」及び「適正な事業の執行」の欄については、事業が適切に実行された場合には１を、それ以外の場合には０を記入すること。 
また、その理由について記入すること。 

２ 添付書類 

地方農政局長等が必要と認める書類 

-
 3
6
 -



別記様式第４号

平成29年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業に関する事業評価票

（１）営農再開支援

被害面積(事業
実施対象面積）

営農再開のため
使用可能となっ

た面積
達成率

○○市 29年度
（例）被害地域にお
いて29年度中に営農
を再開する

50ha 50ha 100%
・○○○
・○○○

○○○○

（２）集出荷施設等における農作物の出荷円滑化支援

集出荷施設等
農作物の出荷円
滑化が実現され
た集出荷施設等

達成率

ＪＡ○○ 29年度
（例）収穫された農
作物がおおむね出荷

1 1 100%
・○○○
・○○○

○○○○

地方農政局長等の意見事業実施主体名
事業実施
初年度

成果目標の
具体的な内容

成果目標の達成状況（例）

具体的な取組内容

地方農政局長等の意見事業実施主体名
事業実施
初年度

成果目標の
具体的な内容

成果目標の達成状況（例）

具体的な取組内容

-
 3
7
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別記様式第５号 

年  月  日 

年  月  日 

○○農政局長 殿 

北海道にあっては、農林水産省生産局長又は、農林水産省政策統括官 

沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長 

〔事業実施主体〕 

住 所 

名 称 

代表者氏名    （印） 

平成 29 年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業の改善計画について 

 平成 29 年梅雨期豪雨対応産地緊急支援事業実施要領（平成 29 年８月 31 日付け 29 生産第 1116

号、29 政統第 908号農林水産省生産局長、政策統括官通知）第６の６に基づき、当初事業実施計画

の目的の達成が図られるよう、下記のとおり改善計画の実施について報告します。 

記 

１ 事業の導入及び取組の経過 

２ 当初事業実施計画の目標が未達成である原因及び問題点 

３ 改善方策 

（問題点の解決のために必要な方策を具体的に記述すること） 

担当者： 

所属： 

氏名： 

連絡先： 

E-mail： 
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（参考様式１） 【助成対象者→事業実施主体→地方農政局】

平成　　年　　月　　日

地方農政局長等　殿
（事業実施主体経由）

助成対象者名
住　　　所
代表者名 印

１　施設等の概要
（１）補助事業名及び実施年度
（２）助成対象者名
（３）施設等の名称
（４）施設等の所在地
（５）施設等の構造及び規格、規模等
（６）総事業費（うち国庫補助金等）

２　加入を予定している共済又は保険等の概要
（１）共済又は保険等名
（２）加入時期
（３）共済又は保険等の期間

（注）生産資材の購入助成を受けて設置したパイプハウスを含む。

　当社は、施設の利用開始時までに、国の共済制度又は民間の建物共済や損害
補償保険等（天災等に対する補償を必須とする。）に加入することを誓約します。

記

　国の共済制度又は民間の保険等への加入に関する誓約書
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（参考様式２） 【助成対象者→事業実施主体→地方農政局】

平成　　年　　月　　日

地方農政局長等　殿
（事業実施主体経由）

助成対象者名
住　　　所
代表者名 印

１　農業機械等の概要
（１）補助事業名及び実施年度
（２）助成対象者名
（３）農業機械等の名称
（４）農業機械等の保管場所の所在地
（５）農業機械等の機種名、型式名、対象作物、利用面積等
（６）総事業費（うち国庫補助金等）

２　加入を予定している共済又は保険等の概要
（１）共済又は保険等名
（２）加入時期
（３）共済又は保険等の期間

　動産総合保険等の保険への加入に関する誓約書

記

　当社は、農業機械等の利用開始時までに、動産総合保険等の保険（盗難補償及
び天災等に対する補償を必須とする。）に加入することを誓約します。
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